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査答申情第７４号 

令和６年１０月１日 

 

答 申 

 

生駒市長 小紫 雅史 様 

 

生駒市情報公開及び個人情報保護審査会  

会長 金谷 重樹 

 

令和６年３月２８日付け「生生第６７７号」で諮問のありました事案について

下記のとおり答申します。 

 

記 

 

審査会の結論 

本件処分を取り消すべきである。 

 

理 由 

第１ 審査請求の趣旨 

生駒市長が、審査請求人に対して令和５年１２月１２日付け「生生第４５９号」

でした決定を取り消し、「令和５年８月１日に生活支援課内で行われた○○○○の

引っ越し費用に関するケース診断会議で、同課が○○○○の引っ越し費用の上限

額は３０万円とすると決定した件につき、その旨の決定が法律上有効なものであ
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ることを示す書面や法的根拠等一式」を開示する。 

第２ 事案の概要 

１ 経緯 

本件の経緯は概ね以下のとおりである。 

ア かねてより生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３３条第１項に基

づき住宅扶助を受給していた審査請求人は、生駒市から他市へ転出すること

となった。 

イ 生駒市は、令和５年８月１日のケース診断会議で、審査請求人にかかる引

っ越し費用の上限を３０万円とすることとし、その後、その旨を同人に告知

した。 

ウ 審査請求人は、令和５年１１月２８日、生駒市長(以下「市長」という。)に    

対し、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第７６条第１

項に基づいて「令和５年８月１日に生活支援課内で行われた○○○○の引っ

越し費用に関するケース診断会議で、同課が○○○○の引っ越し費用の上限

額は３０万円とすると決定した件につき、その旨の決定が法律上有効なもの

である事を示す書面や法的根拠等一式」（以下「本件行政文書」という。）の開

示請求（以下「本件開示請求」という。）をした。  

 エ 市長は、令和５年１２月１２日、本件開示請求に対し、「ケース診断会議記

録表（令和５年８月１日）、会議資料」を、個人情報等を除き、部分開示する

決定をし、審査請求人に通知した(以下「本件処分」という。)。 

 オ 審査請求人は、本件処分に対し、要旨、本件開示請求の対象行政文書は３０    

万円とした決定が法律上有効なものであることを示す書面や法的根拠等一式

であるから、本件処分で部分開示されたケース診断会議記録表等ではないと

し、行政不服審査法(平成２６年法律第６８号)に基づいて、改めて本件行政文
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書の開示を求める審査請求(以下「本件審査請求」という。)をした。 

２ 前提事実等 

個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）第７６条第

１項は「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該

行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報

の開示を請求することができる。」と定め、同法第６０条第１項は「『保有個人情

報』とは…【省略】…地方公共団体等行政文書(地方公共団体の機関又は地方独

立行政法人の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で

あって、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的に用い

るものとして、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有している

もの…【省略】…をいう。)…【省略】…に記録されているものに限る。」として

いる。 

そして、同法第２条第１項は「この法律において『個人情報』とは、生存する

個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」と定

め、第１号及び第２号で、それぞれ「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第２号

において同じ。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録

され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号

を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含む。）」、「個人識別符号が含まれるもの」と規定

している。 

第３ 当審査会の判断 
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市長は、本件開示請求に対し、令和５年８月１日に生活支援課内で開催された

審査請求人に係るケース診断会議の「ケース診断会議記録表（令和５年８月１日）、

会議資料」を、個人情報等を除き、部分開示した。  

しかしながら、審査請求人が開示を請求した情報は、その開示請求書からも明

らかなとおり、同会議の記録やそこで使用された資料ではなく、同会議において

審査請求人の「引っ越し費用の上限額は３０万円とすると決定した件につき、そ

の旨の決定が法律上有効なものであることを示す書面や法的根拠等一式」である。 

そうすると、開示請求の対象と、開示された情報が対応しているとはいえず、本

件処分は、開示請求に対する判断ないし決定の遺脱があり違法といわなければな

らない。 

以上のとおりであるから、当審査会は審査会の結論のとおり答申する。  

なお、事案に鑑み、当審査会は以下の付言をしておく。 

 個人情報保護法が第７６条第１項で開示請求の対象としている情報は、行政機

関等の保有する自己を本人とする個人情報、つまりその情報に含まれる氏名、生

年月日等の記述により、当該情報の本人が開示請求者であることを識別すること

ができる開示請求者本人に関する情報（他の情報と容易に照合することができ、

それにより当該情報の本人が開示請求者であることを識別することができること

となるものを含む。）である。 

これを本件についてみると、本件開示請求の対象は、上記ケース診断会議で審

査請求人の引っ越し費用の上限額を３０万円とするとしたことの法的根拠そのも

のである。 

そうすると、本件開示請求は、個人情報保護法がその開示請求の対象としてい

る行政機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めるものでは

ないから、本来、却下されるべきものであった。  
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 以上を踏まえると、本件開示請求は不適法であり却下を免れないものであった

から、市長は本件処分を取り消した上、本件開示請求を却下するのが妥当である。 

第４ 審査会の審査経過 

当審査会の審査経緯は、次のとおりである。  

審査会の審査経過 

年  月  日 処  理  内  容 

令 和 ６ 年３ 月 ２８日  ・市長からの諮問（生生第６７７号）を受けた。  

令 和 ６ 年４ 月 １９日  ・市長から弁明書の写しの提出を受けた。 

令 和 ６ 年 ８ 月 ５ 日 

（第１７８回審査会） 
・審議を行った。 

令 和 ６ 年８ 月 ２７日  

（第１７９回審査会） 
・審議を行った。 

令 和 ６ 年８ 月 ３０日  

（第１８０回審査会） 
・審議を行った。 

令 和 ６ 年９ 月 １１日  

（第１８１回審査会） 
・審議を行った。 

令 和 ６ 年９ 月 ２４日  

（第１８２回審査会） 
・審議を行った。 

令 和 ６ 年１ ０ 月１日  

（第１８３回審査会） 
・審議を行い、答申を決定した。 

 

生駒市情報公開及び個人情報保護審査会委員名簿 

                              （敬称略） 

氏    名 所 属・団 体 名 備   考 

金
か な

 谷
た に

 重
し げ

 樹
き

 摂南大学名誉教授 会 長 

林
はやし

晃
あき

大
とも

 近畿大学教授 会長職務代理者 

福
ふ く

 塚
つ か

 圭
か

 恵
え

 弁護士  
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村
む ら

 中
な か

 洋
よ う

 介
すけ

 近畿大学准教授  

村
む ら

 岡
お か

 悠
ゆ う

 子
こ

 弁護士  

 

 

 


